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平成 30年 3月期決算発表予定日に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 30年 5月 8日付け「平成 30年 3月期決算発表の延期に関するお知らせ」

のとおり決算発表を延期いたしましたが、当社における会計処理等、財務諸表に係る内

容が確定し、当社会計監査人より監査報告書が受領できる見込みであることから、決算

発表予定日を下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 決算発表予定日について 

平成 30年 6月 8日（金） 

現時点では第 112期（平成 26年 3月期）において退職金規程改訂に伴う過去勤務

費用（特別損失）378百万円が発生する見込みです。 

 

2. 今後の見通し 

 当社は下記の過年度の訂正有価証券報告書等の提出及び過年度の決算短信の開示

につきましても同日に行う予定です。 

 

有価証券報告書  第 112 期             （自平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日） 

          第 113 期            （自平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日） 

               第 114 期            （自平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日） 

               第 115 期            （自平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日） 

四半期報告書   第 114 期第 1 四半期  （自平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 6 月 30 日） 

         第 114 期第 2 四半期  （自平成 27 年 7 月 1 日 至 平成 27 年 9 月 30 日） 



第 114 期第 3 四半期  （自平成 27 年 10 月 1 日 至 平成 27 年 12 月 31 日） 

第 115 期第 1 四半期   （自平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 6 月 30 日） 

第 115 期第 2 四半期  （自平成 28 年 7 月 1 日 至 平成 28 年 9 月 30 日） 

第 115期第 3四半期   （自平成 28年 10月 1日 至 平成 28 年 12 月 31日） 

第 116 期第 1 四半期   （自平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 6 月 30 日） 

第 116 期第 2 四半期   （自平成 29 年 7 月 1 日 至 平成 29 年 9 月 30 日） 

第 116期第 3四半期   （自平成 29年 10月 1日 至 平成 29 年 12 月 31日） 

決算短信     第 112 期           （自平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日） 

          第 113 期           （自平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日） 

               第 114 期           （自平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日） 

               第 115 期           （自平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日） 

四半期決算短信  第 114 期第 1 四半期  （自平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 6 月 30 日） 

         第 114 期第 2 四半期  （自平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 9 月 30 日） 

第 114 期第 3 四半期  （自平成 27 年 4 月 1 日  至 平成 27 年 12 月 31 日） 

第 115 期第 1 四半期  （自平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 6 月 30 日） 

第 115 期第 2 四半期  （自平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 9 月 30 日） 

第 115 期第 3 四半期  （自平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 12 月 31 日） 

第 116 期第 1 四半期  （自平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 6 月 30 日） 

第 116 期第 2 四半期  （自平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 9 月 30 日） 

第 116 期第 3 四半期  （自平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 12 月 31 日） 
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